
 

 

 

 

 

奨学金のお知らせ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申し込みについて】 

 

○ 申し込みを希望される場合には、2月 28日までに、必ず学校へご連

絡ください。 

                    No.１９ 

                         令和７年２月１７日(月) 

                           三次市立八次中学校 

                          進路担当 桒原 知恵 

令和７年度公益財団法人三次市教育振興会奨学金奨学生の募集 

 

■対象者 

高等学校・大学等の入学予定者及び在学生 

（高等専門学校、専修学校、短期大学を含む） 

 

■資 格 次の(1)～(3)すべてに該当すること 

(1) 本人または保護者が三次市内に住所を有すること。 

  (2) 学業等が優秀であること。（評定平均値がおおむね５段階で 3.5以上） 

  (3) 経済的な理由で学資の支払いが困難であると認められること。 

 

■奨学金の年額 

  高等学校生 １２０，０００円 

  ※他の奨学金（貸与型・給付型）との併給は可能です。ただし他の奨学金の

中には重複受給を認めていない場合がありますので、ご注意ください。 

  ※当財団の奨学金は給付です。返還は不要です。 

 

■申込期間 

令和７年３月３日（月）～４月１５日（火）まで 

 

■問い合わせ・書類提出先 

  三次市教育委員会 教育部 社会教育課（三次市役所本館５階） 

    （公財）三次市教育振興会事務局 電話 ０８２４－６２－６１８２ 

 ※ 郵送による提出はできません。三次市役所本館５階へ持参してください。 

 

■その他 

詳細については募集要項をご確認ください。 

令和７年度三次市教育奨学金奨学生の募集 

 

■ 資格条件（次の１～６のすべてを満たすこと） 

 １ 奨学金の貸付を希望する方が、令和７年度に高等学校、中等教育学校後期課

程、高等専門学校、大学、短期大学、特別支援学校高等部、専修学校の高等

課程及び専門課程のいずれかに在学していること。 

 ２ 奨学金の貸付を希望する方の父母等（父母がいない場合は、父母に代わって

家計を支えている方）が１年以上三次市内に住所を有し、父母等が市税を完

納していること。 

 ３ 連帯保証人２人（市内に１年以上居住し、奨学生と連帯して債務を保証する

能力のある者）を立てられること。（2人の内、1人は父母等で構いません。

他の 1人は別生計の方に限ります。） 

 ４ 他の奨学金を受けていないこと（給付型の奨学金を除く）。（ただし、併願は

可能です。また、授業料減免制度との併用は可能です。） 

 ５ 経済的理由により修学が困難であると認められること。 

 ６ 学習に意欲を持つ者であること。 

 

■申請受付期間 

  令和７年３月３日（月）～４月１５日（火）まで 

 

■問い合わせ・書類提出先 

  三次市教育委員会 教育部 社会教育課 児童育成係 

（三次市役所本館５階 TEL ０８２４－６２－６１８２） 

 ※ 郵送による提出はできません。三次市役所本館５階へ持参してください。 

 

■その他 

   詳細については、募集のしおりをご確認ください。 

 


